
集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書 
 

 政府は、従来から憲法第９条を理由に「集団的自衛権行使は憲法上許されない」と

の見解を示し、１９８１年の政府答弁においても同様の見解が再確認されています。

歴代内閣もこれを継承してきており、日本は憲法制定以来全世界に戦争をしない国で

あることを宣言してきました。 
 しかしながら安倍内閣は７月１日、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更を閣

議決定しました。集団的自衛権は、日本への武力攻撃がなくとも、他国のために武力

を行使しようとすることであり、日本を「どこでも戦争をする国」に変えてしまうこ

とになります。 
 憲法改正を行わず、内閣の考えだけで憲法第９条の解釈を変更することは、立憲主

義の否定であり、主権者である国民をないがしろにするもので許されることではあり

ません。 
よって、国会及び内閣には、立憲主義の原点に立ち、集団的自衛権行使を容認する

解釈改憲を行わないことを強く求めます。 
 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 
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